
平成 29年度高齢者虐待防止研修実施要領 

「養介護施設従事者等による高齢者虐待を防ぐために」 

１. 目的 

高齢者虐待防止法や高齢者の権利擁護について理解を深め，介護施設等における高齢者虐待

防止の取組みについて学び，利用者の尊厳を守る介護の実現に資する。 

２. 対象者 

   介護保険事業所等の管理者，介護主任，ユニットリーダー等 

３. 定員 

   ３００名 

４. 日程 

平成２９年１０月２５日（水） １０時～１６時（受付９時２０分～） 

５. 会場 

広島県医師会館 １階 ホール（広島市東区二葉の里３丁目２－３） 

６. 内容及び講師 

 

 

 

       

          

 

 

 

７．受講料 

   ２，０００円（当日受付で徴収します） 

８．申込み期限 

   平成２９年１０月１０日（火） 

９．申込方法 

   別紙の申込書に必要事項をご記入の上，ＦＡＸで送付してください。１０月１１日～１６日 

  に受講票をＦＡＸで通知します。ＦＡＸが届かない場合はご連絡ください。 

１０．個人情報の取り扱い 

   申込書に記載された個人情報は，この研修の実施に必要な範囲に限って利用させていただき

ます。 

１１．主催・問合せ先 

広島県地域包括ケア推進センター 

    〒732-0057広島市東区二葉の里３丁目２－３  電話（０８２）５６９－６４９３ 

 

10:00～10:10 開会・オリエンテーション 

10:10～10:40 テーマ：職場のメンタルヘルス対策（セルフケア）について 

         講師：矢田 ひさみ 氏 

（独立行政法人労働者安全機構広島県産業保健総合支援センター 

メンタルヘルス対策促進員（産業カウンセラー）） 

10:40～16:00 テーマ：高齢者虐待防止研修〜私たちが虐待をしないために〜  

昼休憩(60 分)  講師：川端 伸子 氏 

（公益社団法人あい権利擁護支援ネット 社会福祉士） 


